
暮
ら
し
の
お
知
ら
せInform

ation
　
戸
籍
は
、
日
本
人
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
身
分
関
係
を
登
録
し
証
明
す
る

も
の
で
す
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、

結
婚
・
離
婚
す
る
と
き
、
家
族
が
亡
く

な
っ
た
と
き
な
ど
は
、
市
民
課（
市
役

所
1
階
）ま
た
は
下
総
・
大
栄
支
所
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い（
遠
山
・
赤

坂
分
室
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）。

　
届
け
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
外
国

籍
の
人
は
、
届
け
出
の
種
類
や
国
籍
に

よ
っ
て
必
要
な
書
類
が
異
な
る
た
め
、

市
民
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◦
出
生
届
…
子
ど
も
の
名
前
に
は
、
常

用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・

カ
タ
カ
ナ
を
使
用
す
る

◦
死
亡
届
…
使
用
す
る
火
葬
場
を
決
め

て
か
ら
届
け
出
を
す
る

◦
婚
姻
届
…
届
け
書
に
成
人
の
証
人

（
2
人
）が
署
名
・
押
印
を
す
る
。
未

成
年
者
は
父
母
の
同
意
書
を
用
意
す

る
◦
離
婚
届
…
協
議
離
婚
の
と
き
は
、
届

け
書
に
成
人
の
証
人（
2
人
）が
署

名
・
押
印
を
す
る
。
離
婚
後
も
婚
姻

中
の
氏
を
称
す
る
と
き
は
、
離
婚
の

日
か
ら
3
カ
月
以
内
に
「
離
婚
の
際

に
称
し
て
い
た
氏
を
称
す
る
届
」
を

提
出
す
る

本
人
確
認

　
婚
姻
届
・
離
婚
届
・
養
子
縁
組
届
・

養
子
離
縁
届
・
認
知
届
を
提
出
す
る
際

は
、
届
け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を

し
ま
す
。
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
保
険
証
な
ど
、
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。

休
日
の
届
け
出

　
日
曜
日
の
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
は
、
市
民
課
で
届
け
書
を
受
け

付
け
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
は
、

「
休
日
夜
間
受
付
」（
市
役
所
地
下
1

階
）で
届
け
書
を
預
か
り
、
翌
開
庁
日

に
審
査
し
た
後
、
受
理
し
ま
す
。
受
理

日
は
休
日
夜
間
受
付
で
預
か
っ
た
日
と

な
り
ま
す
。
添
付
書
類
が
不
足
し
て
い

る
場
合
な
ど
は
、
再
度
来
て
も
ら
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

関
心
を
持
ち

認
識
を
深
め
よ
う

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　
12
月
10
日
㈰
〜
16
日
㈯
は
「
北
朝
鮮

人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
で
す
。

　
拉
致
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
鮮

に
よ
る
人
権
侵
害
へ
の
対
処
が
課
題
と

さ
れ
る
中
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
関
心

を
持
ち
、
認
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
県
政
策
企
画
課
政
策
室

（
☎
0
4
3
‐
2
2
3
‐
2
2
0
3
）

へ
。

相
談
を
実
施
し
ま
す

人
権
週
間

　
市
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
が
女
性
・

子
ど
も
・
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
性
的

少
数
者
な
ど
を
巡
る
人
権
の
問
題
や
、

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応

じ
る
「
も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・
苦

情
相
談（
人
権
・
行
政
相
談
）」
を
毎
月

行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
月
は
、
12
月
4
日
㈪
〜
10
日
㈰
の

人
権
週
間
に
合
わ
せ
て
12
月
5
日
㈫
に

実
施
し
ま
す
。
詳
細
は
「
困
り
ご
と
・

悩
み
ご
と
相
談
室
」（
17
ペ
ー
ジ
）で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室（
☎
20
‐
1
5
0
7
）へ
。

手
続
き
は
市
民
課
・

支
所
の
窓
口
で

戸
籍
の
届
け
出

届け出 届け出期間 届け出人* 届け出場所 必要なもの

出生届
生まれた日
から14日以
内

父または母

出生地、子ど
もの本籍地ま
たは届け出人
の所在地の市
区町村

医師または助産師の
出生証明書、母子健
康手帳、印鑑（届け出
人）

死亡届
死亡の事実
を知った日
から7日以内

親族・同居者・家
主・地主・家屋
管理人・土地管
理人・後見人・保
佐人・補助人・任
意後見人のいず
れか

死亡地、死亡
者の本籍地ま
たは届け出人
の所在地の市
区町村

医師の死亡診断書ま
たは死体検案書、印
鑑（届け出人）。届け
出人が後見人・保佐
人・補助人・任意後
見人のときは、それ
を証する書類も必要

婚姻届 ― 夫・妻となる人
夫・妻の本籍
地または所在
地の市区町村

戸籍謄本各1通、印
鑑（夫・妻各1本、一
方は旧姓）

離
婚
届

協議
離婚 ― 夫と妻

夫妻の本籍地
または所在地
の市区町村

戸籍謄本1通、印鑑
（夫・妻各1本）

裁判
離婚

調停成立ま
たは審判・
判決確定の
日から10日
以内

申立人
夫妻の本籍地
または届け出
人の所在地の
市区町村

戸籍謄本1通、調停
調書の謄本または審
判・判決書の謄本と
確定証明書、印鑑（届
け出人）

主な戸籍の届け出

＊届け書に署名が必要な人
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◦
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

の
徹
底

◦
飲
酒
運
転
の
根
絶

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

パ
ト
ロ
ー
ル
や

取
り
締
ま
り
を
強
化

年
末
年
始
特
別
警
戒

　
警
察
で
は
、
12
月
10
日
㈰
〜
1
月
3

日
㈬
を
年
末
年
始
特
別
警
戒
取
り
締
ま

り
期
間
と
し
て
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
交
通

取
り
締
ま
り
な
ど
を
強
化
し
ま
す
。
皆

さ
ん
も
犯
罪
被
害
や
交
通
事
故
に
気
を

付
け
ま
し
ょ
う
。

電
話
de
詐
欺
対
策

◦
息
子
や
孫
か
ら
「
か
ば
ん
を
な
く
し

た
」「
携
帯
電
話
の
番
号
が
変
わ
っ

た
」
な
ど
の
電
話
が
あ
っ
た
ら
、
家

族
や
警
察
に
相
談
す
る

◦
「
還
付
金
が
あ
る
」「
今
日
中
に
A
T 

M
に
行
け
ば
手
続
き
で
き
る
」
な
ど

の
電
話
が
あ
っ
た
ら
、
家
族
や
市
役

所
、
警
察
に
相
談
す
る

自
転
車
・
オ
ー
ト
バ
イ
盗
対
策

◦
駐
輪
の
際
は
自
宅
で
も
必
ず
施
錠
し
、

さ
ら
に
ワ
イ
ヤ
ー
錠
な
ど
に
よ
る
二

重
ロ
ッ
ク
を
す
る

◦
路
上
駐
輪
せ
ず
駐
輪
場
を
利
用
す
る

空
き
巣
な
ど
の
侵
入
盗
対
策

◦
就
寝
時
や
外
出
の
際
は
、
施
錠
の
確

認
を
必
ず
行
う

◦
窓
に
は
補
助
錠
な
ど
の
防
犯
グ
ッ
ズ

を
付
け
、
窓
ガ
ラ
ス
に
防
犯
フ
ィ
ル

ム
を
貼
る

車
上
ね
ら
い
対
策

◦
車
か
ら
短
時
間
で
も
離
れ
る
と
き
は
、

必
ず
窓
を
閉
め
て
鍵
を
掛
け
、
バ
ッ

グ
な
ど
を
置
か
な
い

◦
警
報
装
置
な
ど
を
設
置
す
る

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

本
格
運
用
が
開
始

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
情
報
連
携

　
国
や
県
・
市
な
ど
の
間
で
特
定
の
個

人
情
報
の
照
会
・
提
供
が
行
わ
れ
る
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
情
報
連
携
」
が
、

11
月
13
日
か
ら
本
格
運
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
役
所
で
の
各
種
申
請
手
続
き
の
際

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
こ
と
で
、

提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
書
類
を
省
略

で
き
ま
す
。
手
続
き
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
利
用
す
る
際
は
、
運
転
免
許
証
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
、
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ

い
。

　
省
略
で
き
る
書
類
は
手
続
き
ご
と
に

異
な
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（htt 

p://w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kurashi/page0107_00003.htm

 

l

）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
行
政
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
0
1
）へ
。

適
正
処
理
を

お
願
い
し
ま
す

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

　
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協

議
会
で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に
、

地
区
ご
と
に
回
収
を
し
て
い
ま
す
。

　
回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
人
は
、
事

前
に
同
協
議
会
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
農
業
用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル

ム
、
農
業
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル

ム
、
肥
料
袋
、
培
土
袋

　
育
苗
箱
・
保
温
マ
ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー

ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
は
対
象
外
で

す
。
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
な
ど
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

1
）へ
。

省
エ
ネ
に
取
り
組
も
う

C
O
²
C
O
²
ス
マ
ー
ト
大
作
戦

　
県
で
は
、
冬
季
に
家
庭
の
省
エ
ネ
を

応
援
す
る
た
め
「
我
が
家
の
C
O
²
C 

O
²（
コ
ツ
コ
ツ
）ス
マ
ー
ト
大
作
戦
2 

0
1
7
・
冬
」
を
実
施
し
ま
す
。

取
組
期
間
＝
2
月
28
日
㈬
ま
で（
報
告

は
各
月
ご
と
に
翌
月
の
15
日
ま
で
）

参
加
方
法
＝
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: 

//w
w
w
.pref.chiba.lg.jp/shi 

gen/chikyuukankyou/co2co 

2sm
art/hom

e/index.htm
l

）に

あ
る
ミッ
ション
シ
ー
ト
を
参
考
に
省

エ
ネ
に
取
り
組
み
、
1
カ
月
分
の
電

気
・
ガ
ス
・
水
道
使
用
量
を
同
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
報
告

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

ル
ー
ル
を
守
っ
て

事
故
防
止

冬
の
交
通
安
全
運
動

　
冬
の
交
通
安
全
運
動
が
12
月
10
日
㈰

〜
19
日
㈫
に
行
わ
れ
ま
す
。
一
人
一
人

が
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
事
故
を
防
止

し
ま
し
ょ
う
。

　
重
点
目
標
は
次
の
通
り
で
す
。

◦
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

◦
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
者
・
自
転

車
の
交
通
事
故
防
止

11月1日〜15日

市長
日誌

米屋株式会社と協定を締結（1日）

1日

災害時における物資の供給に関する
協定締結式（米屋株式会社・成田市）
成田エアポートツーデーマーチ
実行委員会

2日 農業青年団体農政座談会

5日 防火ポスター展表彰式
折り鶴平和使節団長崎訪問報告会

6日

空き缶等及び吸い殻等散乱防
止審議会委員委嘱式・審議会
下総高校自動車部本田宗一郎
杯Hondaエコマイレッジチャレ
ンジ全国大会優勝報告会
印旛郡市広域市町村圏事務組
合議会定例会

7日 横芝・神崎間首都圏中央連絡自
動車道建設促進協議会要望活動

9日 行政改革推進委員会
総合教育会議

10日 生涯大学院学園祭

11日 八生地区敬老会
総合防災訓練

12日 成田POPラン大会
伊能歌舞伎定期公演

15日 成田市表彰式
納税表彰式
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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

月
28
日
㈭
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
年
内
の
回
収
を
希
望
す
る
人
は
、
早

め
に
成
田
富
里
い
ず
み
清
掃
工
場（
☎

36
‐
1
6
8
9
）へ
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

年
内
の
依
頼
は

19
日
ま
で
に

し
尿
の
く
み
取
り

　
年
内
の
し
尿
の
く
み
取
り
を
希
望
す

る
人
は
、
12
月
19
日
㈫
ま
で
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
12
月
は
依
頼
が
集
中
す
る
た

め
、
希
望
す
る
日
に
作
業
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

飲
料
用
井
戸
水
に

浄
水
器
設
置
費
補
助
金

　
市
で
は
、
各
世
帯
の
飲
料
用
井
戸
水

か
ら
対
象
物
質
が
基
準
値
を
超
え
て
検

出
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
を
除
去
す
る

た
め
の
浄
水
器
を
設
置
す
る
世
帯
、
浄

水
器
設
置
か
ら
5
年
以
上
経
過
し
、
故

障
な
ど
で
買
い
替
え
る
世
帯
に
補
助
金

搬
入
・
申
し
込
み
は

お
早
め
に

年
末
年
始
の
ご
み
出
し

　
年
末
年
始
は
、
大
掃
除
な
ど
で
ご
み

が
増
え
る
時
期
で
す
。
こ
う
し
た
ご
み

の
中
に
は
、
衣
類
や
紙
類
な
ど
資
源
物

と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
も
の
が
多

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
分
別
し
て
ご
み

を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

ご
み
の
収
集

　
成
田
富
里
い
ず
み
清
掃
工
場
・
リ
サ

イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
は
12
月
30
日
㈯
ま
で
開

場
し
て
い
ま
す
が
、
年
末
は
大
変
混
み

合
い
ま
す
。
ご
み
を
直
接
搬
入
す
る
場

合
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
ご
み
収
集
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
広

報
な
り
た
12
月
15
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

粗
大
ご
み
の
回
収

　
粗
大
ご
み
の
回
収
申
し
込
み
は
、
12

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
物
質
＝
硝
酸
性
窒
素
、
亜
硝
酸
性

窒
素
、
ヒ
素
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン（
塩
化
ビ
ニ
ル
ま
た

は
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
）

補
助
額
＝
15
万
円
を
限
度
に
浄
水
器
の

購
入
・
設
置
費
用
の
2
分
の
1　

（
生
活
保
護
受
給
世
帯
な
ど
は
、
費

用
30
万
円
を
限
度
に
全
額
）

　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
浄

水
器
の
購
入
・
設
置
前
に
申
請
書
提
出

な
ど
の
手
続
き
と
、
審
査
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
水
道
が
整
備
さ
れ
て

い
る
地
区
の
人
は
交
付
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

2
月
か
ら

一
括
請
求
を
開
始

上
下
水
道
料
金

　
現
在
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
の
水
道

料
金
は
県
水
道
局
が
、
下
水
道
料
金
は

市
が
別
々
に
請
求
し
て
い
ま
す
。
利
用

者
の
利
便
性
向
上
と
事
務
の
効
率
化
を

図
る
た
め
、
上
下
水
道
料
金
を
県
水
道

局
が
平
成
30
年
2
月（
1
月
検
針
分
）か

ら
一
括
請
求
し
ま
す
。

　
ま
た
、
一
括
請
求
の
開
始
に
伴
い
、

請
求
時
期
が
次
の
通
り
変
更
と
な
り
ま

す
。

◦
請
求
書
発
送
日
…
検
針
翌
月
の
1
日

◦
口
座
振
替
日
・
納
期
限
…
検
針
翌
月

の
16
日

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐
1�

5
5
3
）へ
。

小
規
模
事
業
者
・

創
業
す
る
人
を
対
象
に

利
子
補
給
制
度

　
市
で
は
、
次
の
事
業
者
向
け
に
、
利

子
補
給
を
行
い
ま
す
。

対
象
＝
平
成
29
年
4
月
1
日
以
降
に
日

本
政
策
金
融
公
庫
か
ら
次
の
い
ず
れ

か
の
資
金
融
資
を
受
け
た
事
業
者

◦
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金（
マ

ル
経
融
資
）

◦
新
創
業
融
資
制
度

利
子
補
給
率
＝
年
0
・
5
パ
ー
セ
ン
ト

ま
た
は
償
還
利
子
の
約
定
年
率
の
2

分
の
1
の
い
ず
れ
か
低
い
利
率

利
子
補
給
対
象
期
間
＝
平
成
29
年
4
月

1
日
〜
12
月
31
日

申
請
方
法
＝
2
月
9
日
㈮
ま
で
に
、
商

工
課（
市
役
所
4
階
）に
あ
る
申
請
書

に
必
要
書
類
を
添
え
て
同
課
へ

※
補
給
に
は
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ

と
な
ど
条
件
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し

く
は
商
工
課（
☎
20
‐
1
6
2
2
）へ
。

必
ず
中
を
空
に
し
て

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
の
処
理

　
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
ご
み
と
し
て
出
す
場

合
、
中
に
ガ
ス
が
残
っ
て
い
る
と
、
収

集
・
選
別
作
業
の
際
に
発
火
や
爆
発
す

る
恐
れ
が
あ
り
大
変
危
険
で
す
。
必
ず

中
身
を
空
に
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
処
分
す
る
と
き
は
、
風
通
し
の
良
い

屋
外
で
、
引
火
す
る
物
が
な
い
か
周
囲

を
確
認
し
、
数
回
に
分
け
て
中
身
を
抜

い
て
く
だ
さ
い
。
中
身
が
空
に
な
っ
た

ら
穴
を
開
け
、
金
属
製
の
部
分
は
金

物
・
陶
磁
器
・
ガ
ラ
ス
類
の
指
定
袋

（
黄
色
）に
入
れ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

部
分
は
可
燃
ご
み
の
指
定
袋（
青
色
）に

入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

着なくなった衣類をリサイクル
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